
　

12
月
村
議
会
定
例
会
が
12
月
10
日
に
招
集
さ
れ
ま
し
た
。
議
会
で
は
、
左
記
の
10
議
案
が
審
議
さ
れ
、

い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
質
問

議
員
提
出
議
案

　

月
村
議
会
定
例
会
報
告

12
◆
東
秩
父
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
地
方
税
法

施
行
令
お
よ
び
地
方
税
法
施
行
規
則

の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

東
秩
父
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
土
地
開
発
基
金
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）
比
企
土
地
開
発
公
社
の
解

散
に
伴
い
、
東
秩
父
村
土
地
開
発
基

金
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
に

係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特

例
を
定
め
る
規
定
等
に
つ
い
て
改
正

す
る
も
の
で
す
。

◆
東
松
山
市
、
滑
川
町
、
嵐
山
町
、

小
川
町
、
川
島
町
、
吉
見
町
、
と
き

が
わ
町
、
東
秩
父
村
、
小
川
地
区
衛

生
組
合
お
よ
び
比
企
広
域
市
町
村
圏

組
合
に
お
け
る
公
平
委
員
会
の
共
同

設
置
に
つ
い
て

条
例
改
正
等

（
内
容
）
比
企
広
域
公
平
委
員
会
を

共
同
設
置
す
る
た
め
の
規
約
を
定
め
、

構
成
団
体
の
議
会
の
議
決
が
必
要
な

た
め
行
う
も
の
で
す
。

◆
比
企
広
域
公
平
委
員
会
の
共
同
設

置
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例
に
つ
い
て

（
内
容
）
比
企
広
域
公
平
委
員
会
の

共
同
設
置
に
伴
い
、
公
平
委
員
会
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
及
び
設
置

条
例
の
廃
止
を
す
る
も
の
で
す
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

６
２
５
１
万
４
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
23
億
６
８
７

１
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

９
２
２
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
５
億
５
９
４
２
万
９

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

１
８
６
６
万
３
千
円
を
追
加
し
、
歳

補
正
予
算

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
４
億
５
５
４

４
万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

２
０
５
９
万
６
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
９
９
９
９
万

６
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
道
州
制
推
進
基
本
法
案
に
反
対
す

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

（
内
容
）
住
民
自
治
の
推
進
に
逆
行

す
る
道
州
制
に
反
対
す
る
意
見
書
を

提
出
す
る
も
の
で
す
。

田
中 
秀
雄
議
員

質
問　

防
災
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
用

タ
ブ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て

（
内
容
）
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
は
、
台

風
災
害
、
火
災
、
県
・
村
道
の
通
行

止
め
、
地
震
等
す
べ
て
の
情
報
が
入

力
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
村
に
転
入

・
転
出
す
る
方
の
配
布
方
法
に
つ
い

て答
弁　

各
世
帯
に
配
布
予
定
の
タ
ブ

レ
ッ
ト
型
端
末
で
は
、
村
で
文
書
を

作
成
し
配
信
を
行
い
ま
す
。
よ
っ
て

災
害
や
通
行
止
め
な
ど
の
緊
急
を
要

す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
要

を
入
力
し
配
信
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
「
全
て
の
情
報
が
入
力
で
き

る
か
」
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
の

機
能
要
件
、
村
の
運
用
体
制
を
考
慮

し
、
事
案
ご
と
に
配
信
基
準
を
定
め

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

転
入
さ
れ
た
方
に
は
、
防
災
情
報

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
説
明
し
、
予
備

の
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
を
配
布
し
ま

す
。
転
出
さ
れ
る
方
に
は
、
村
へ
端

末
を
返
却
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

根
岸 

文
雄
議
員

質
問　

地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て

（
内
容
）　

村
職
員
に
対
す
る
防
災

教
育

地
域
防
災
計
画
で
は
、
災
害
時
職
員

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
活
用
、
防
災
訓

練
の
実
施
、
研
修
会
お
よ
び
講
演
会

等
の
実
施
、
防
災
機
器
操
作
の
習
熟

を
定
期
的
に
行
う
と
、
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
防
災
教
育
が
実
施
さ

れ
て
い
る
の
か
、
な
お
、
実
施
さ
れ

て
い
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

答
弁　

災
害
時
職
員
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
つ
い
て
、
防
災
教
育
計
画
に
記

載
さ
れ
て
い
る
内
容
の
集
約
し
た
も

の
を
、
毎
年
４
月
に
全
職
員
に
配
布

し
て
い
ま
す
。
防
災
訓
練
に
つ
い
て

は
、
消
火
訓
練
、
避
難
訓
練
が
記
載

さ
れ
て
お
り
、
避
難
訓
練
は
全
職
員

が
参
加
し
、
本
年
は
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ

ト
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。
消
火
訓
練

に
つ
い
て
も
役
場
の
屋
内
消
火
栓
を

実
際
に
使
用
し
、
実
施
し
ま
し
た
。

な
お
、
自
衛
消
防
総
合
訓
練
大
会
に

出
場
す
る
た
め
毎
年
選
手
を
替
え
訓

練
し
て
い
ま
す
。

　

研
修
会
、
講
演
会
お
よ
び
防
災
機

器
操
作
の
習
熟
に
つ
い
て
、
村
職
員

は
現
役
の
消
防
団
員
、
元
消
防
団
員

が
非
常
に
多
く
、
改
め
て
職
場
で
の

研
修
等
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

消
防
団
活
動
等
に
お
い
て
実
践
し
て

お
り
、
技
能
は
充
分
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
と
考
え
ま
す
。

　

一
般
住
民
に
対
す
る
防
災
教
育

地
域
防
災
計
画
に
は
、｢

防
災
訓
練
を

通
じ
て
、
住
民
に
避
難
お
よ
び
そ
の

他
防
災
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
図

る
」
と
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

村
主
催
の
総
合
防
災
訓
練
は
、
近
年
、

行
わ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。

来
年
は
、
災
害
に
強
い
村
づ
く
り
を

め
ざ
し
て
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
全

戸
配
布
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
機
を
捉
え
、
端
末
配
布
と
う
ま
く

組
み
合
わ
せ
、
総
合
防
災
訓
練
を
行

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
所
見

を
伺
い
ま
す
。

答
弁　

災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
い

て
災
害
時
に
お
け
る
住
民
へ
の
避
難

勧
告
、
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
市
町
村
長
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
災
害
現
場
の
最


